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東
シ
ナ
海
に
お
け
る
資
源
問
題
お
よ
び
そ
の
解
決
方
法
に
つ
い
て

は
じ
め
に

一
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
中
日
間
境
界
画
定
に
関
す
る
紛
争
の
焦
点

二
　
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
の
解
決
に
関
す
る
関
係
条
項
の
内
容

三
　
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
の
解
決
に
向
け
て
－
暫
定
的
な
取
極
－

四
　
日
本
に
お
け
る
海
洋
に
関
す
る
新
法
律
の
東
シ
ナ
海
問
題
へ
の
影
響

お
わ
り
には

じ
め
に

永
　
明

中
日
両
国
の
間
に
横
わ
た
る
東
シ
ナ
海
は
、
四
〇
〇
海
里
に
満
た
な
い
海
域
で
あ
る
。
こ
の
東
シ
ナ
海
の
大
陸
棚
に
は
、
豊
富
な
石
油

資
源
や
天
然
ガ
ス
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
報
告
が
出
さ
れ
て
以
来
、
国
際
社
会
の
注
目
を
浴
び
て
来
た
。
ま
た
、
中

国
の
東
シ
ナ
海
で
の
海
底
資
源
の
実
質
的
な
開
発
に
よ
り
、
こ
の
東
シ
ナ
海
に
関
す
る
資
源
の
開
発
を
め
ぐ
っ
て
、
中
日
両
国
の
間
で
特

に
二
〇
〇
四
年
五
月
か
ら
激
し
い
対
立
が
生
じ
て
い
る
。

も
と
も
と
、
「
国
連
海
洋
法
条
約
』
　
の
排
他
的
経
済
水
城
、
大
陸
棚
制
度
の
成
立
に
よ
り
、
国
際
社
会
に
お
け
る
多
く
の
海
洋
境
界
画

定
の
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
た
が
、
中
日
両
国
の
東
シ
ナ
海
の
資
源
に
関
す
る
問
題
も
こ
の
『
国
連
海
洋
法
条
約
」
の
適
用
及
び
中
国
の
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実
質
的
な
開
発
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
生
じ
て
き
て
い
る
紛
争
だ
と
言
え
よ
う
。

一
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
中
日
間
境
界
画
定
に
関
す
る
紛
争
の
焦
点

中
日
両
国
と
も
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
　
に
基
づ
い
て
、
二
〇
〇
海
里
の
排
他
的
経
済
水
域
を
主
張
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
東
シ
ナ
海
に
海

域
の
重
複
が
生
じ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
両
国
間
に
境
界
画
定
の
問
題
が
出
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
両
国
と
も
自
国
に
有
利
な
資
源
の
確
保
を

主
張
し
、
さ
ら
に
、
釣
魚
群
島
（
尖
閣
諸
島
）
　
の
領
有
問
題
と
絡
ん
で
、
こ
の
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
資
源
開
発
問
題
が
一
層
複
雑
に
な
っ

て
い
る
。

中
日
両
国
の
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
資
源
に
関
す
る
問
題
は
、
主
な
対
立
点
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

第
一
に
、
紛
争
海
域
に
つ
い
て
で
あ
る
。
日
本
は
、
紛
争
海
域
は
東
シ
ナ
海
全
体
に
お
け
る
お
互
い
の
二
〇
〇
海
里
主
張
の
重
複
す
る

海
域
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
は
、
紛
争
水
城
は
日
本
の
主
張
し
て
い
る
「
中
間
線
」
と
沖
縄
ト
ラ
フ
の
間
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
確
か
に
、
日
本
は
、
東
シ
ナ
海
全
体
に
お
い
て
、
二
〇
〇
海
里
の
排
他
的
経
済
水
城
を
主
張
で
き
る
が
、
国
内

の
『
排
他
的
経
済
水
城
お
よ
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
』
　
（
一
九
九
六
年
）
　
の
第
一
条
二
項
に
よ
る
と
、
他
国
と
の
排
他
的
経
済
水
域
の

境
界
は
、
中
間
線
よ
り
自
国
側
の
海
域
に
な
る
。
つ
ま
り
、
紛
争
海
域
は
「
中
間
線
」
の
東
側
の
海
域
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
境
界
画
定
に
適
用
さ
れ
る
原
則
に
つ
い
て
で
あ
る
。
中
日
両
国
間
に
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
の
問
題
が
存
在
し
て
い

る
が
、
現
在
両
国
に
は
こ
れ
に
関
す
る
協
定
や
合
意
が
存
在
し
な
い
。
境
界
画
定
に
関
し
て
、
日
本
は
、
排
他
的
経
済
水
城
お
よ
び
大
陸

棚
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
暫
定
的
に
中
間
線
を
引
い
て
い
る
（
例
え
ば
、
『
排
他
的
経
済
水
城
及
び
大
陸
棚
法
』
第
一
条
二
項
、
第
二
条
）
。

つ
ま
り
、
日
本
は
、
境
界
画
定
に
つ
い
て
、
中
間
線
の
原
則
を
通
用
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
は
、
『
排
他
的
経
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済
水
城
及
び
大
陸
棚
法
』
　
（
一
九
九
八
年
）
を
制
定
し
、
境
界
画
定
に
関
す
る
第
二
条
は
、
「
海
岸
が
隣
接
し
又
は
向
か
い
合
っ
て
い
る
国

家
と
排
他
的
経
済
水
城
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
主
張
が
重
な
り
合
う
場
合
、
国
際
法
を
基
本
と
し
て
衡
平
原
則
に
基
づ
き
協
議
に
よ
り
境

界
画
定
を
行
う
」
と
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
は
、
境
界
画
定
の
際
に
中
間
線
を
用
い
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
ま
た
、
特

に
大
陸
棚
に
つ
い
て
は
大
陸
棚
の
自
然
延
長
と
し
て
沖
縄
ト
ラ
フ
ま
で
の
権
利
を
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
両
国
に
お
い
て
、
東
シ
ナ

海
に
お
け
る
境
界
画
定
に
関
す
る
基
本
的
な
争
点
は
、
東
シ
ナ
海
の
境
界
画
定
に
「
等
距
離
原
則
・
特
別
事
情
」
と
「
衡
平
原
則
・
関
連

事
情
」
の
い
ず
れ
を
一
般
原
則
と
し
て
適
用
す
る
か
と
い
う
点
に
相
違
が
あ
る
。
中
日
両
国
は
こ
の
間
題
で
交
渉
を
重
ね
て
い
る
が
、
双

方
の
主
張
は
依
然
と
し
て
対
立
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
境
界
画
定
に
関
す
る
主
張
の
相
違
は
、
『
国
連
海
洋
法
条
約
」
に
由
来
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
は
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
境
界
画
定
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い

る
。
「
向
か
い
合
っ
て
い
る
か
又
は
隣
接
し
て
い
る
海
岸
を
有
す
る
国
の
間
に
お
け
る
排
他
的
経
済
水
城
（
大
陸
棚
）
　
の
境
界
画
定
は
、

衡
平
な
解
決
を
達
す
る
た
め
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
国
際
法
に
基
づ
い
て
合
意
に
よ
り
行
う
」
　
（
第
七
十
四
、

八
十
三
条
）
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
は
、
等
距
維
原
則
に
も
、
衡
平
原
則
に
も
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
た
だ
合
意
に
よ
っ

て
境
界
画
定
の
衡
平
な
解
決
を
求
め
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
、
以
上
の
条
項
の
内
容
は
、
第
三
次
国
連
海
洋
法
会

議
で
の
中
間
線
・
等
距
離
派
と
衡
平
原
則
派
と
の
間
の
安
決
の
産
物
で
あ
り
、
あ
い
ま
い
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
条
項
の
通
用
に

当
た
っ
て
は
、
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
国
際
判
例
と
実
行
を
見
て
も
、
等
距
離
原
則
・
特
別
事
情
が
境
界
画
定
の
一
般
原

則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
衡
平
原
則
が
境
界
画
定
に
お
い
て
一
般
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

第
三
に
、
沖
縄
ト
ラ
フ
の
地
位
と
役
割
に
つ
い
て
′
で
あ
る
。
中
国
は
、
東
シ
ナ
海
の
大
陸
棚
の
自
然
延
長
に
よ
り
自
国
の
大
陸
棚
は
沖

縄
ト
ラ
フ
ま
で
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
シ
ナ
海
の
大
陸
棚
の
地
質
、
地
形
、
構
成
な
ど
に
よ
り
中
国
大
陸
が
東
シ
ナ
海
の
大
陸
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棚
の
形
成
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
が
決
定
的
で
、
東
シ
ナ
海
の
大
陸
棚
は
自
然
的
な
境
界
が
沖
縄
ト
ラ
フ
ま
で
延
び
て
お
り
、
東
シ
ナ
海

の
大
陸
棚
は
中
日
両
国
に
お
い
て
同
一
の
大
陸
棚
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
は
、
東
シ
ナ
海
の
境
界
画
定
に
お

い
て
、
沖
縄
ト
ラ
フ
の
地
位
と
役
割
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
結
論
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
は
、
沖
縄
ト
ラ
フ
は
た
だ
窪

ん
だ
も
の
で
、
ま
た
そ
の
周
辺
の
大
陸
棚
の
成
分
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
東
シ
ナ
海
の
大
陸
棚
は
同
一
の
大
陸
棚
で
あ
り
、
均
等
に
画
定

す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
は
、
東
シ
ナ
海
の
境
界
画
定
に
お
い
て
沖
縄
ト
ラ
フ
の
地
位
と
役
割
を
考
慮
し
な
い
と
い

う
立
場
に
た
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
釣
魚
群
島
（
尖
閣
諸
島
）
　
の
領
有
権
に
つ
い
て
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
中
国
は
、
主
に
歴
史
的
な
事
実
・
根
拠
に
基
づ
い

て
、
台
湾
及
び
そ
の
附
属
島
は
中
国
の
領
土
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
が
、
日
本
は
、
国
際
法
に
依
拠
し
、
釣
魚
群
島
（
尖
閣
諸
島
）
を

自
国
の
も
の
と
主
張
　
l
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
日
両
国
と
も
に
釣
魚
群
島
に
領
有
権
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
ま
た
、
い
ず

れ
も
釣
魚
群
島
の
領
有
権
を
放
棄
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
釣
魚
群
島
の
領
有
・
帰
属
問
題
の
解
決
に
関
し
て
、
大
き
く
二
つ
の

方
法
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
方
法
と
法
的
方
法
で
あ
る
。
釣
魚
群
島
の
解
決
に
関
し
て
法
的
方
法
に
ゆ
だ
ね
る
と
、
仲
裁
裁
判
又

は
司
法
裁
判
所
の
判
断
に
よ
り
、
釣
魚
群
島
が
、
全
部
が
一
方
の
国
に
帰
属
す
る
か
、
あ
る
い
は
分
割
し
て
双
方
に
与
え
ら
れ
る
か
と
い

う
結
果
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
ま
で
中
日
両
国
は
法
的
方
法
に
基
づ
い
て
、
紛
争
を
解
決
す
る
事
例
が
な
か
っ
た
の
で
、
お
そ
ら

く
釣
魚
群
島
の
領
有
権
に
関
す
る
紛
争
は
安
易
に
裁
判
に
持
ち
込
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。
釣
魚
群
島
の
帰
属
に
関
す
る
紛
争
は
政
治
的
に
解

決
す
る
ほ
う
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
の
解
決
方
法
は
、
釣
魚
群
島
の
領
有
権
に
関
す
る
問
題
を
棚
上
げ
す
る
こ
と
で
あ
る
。
東
シ
ナ

海
に
お
け
る
紛
争
海
域
で
海
底
資
源
の
共
同
開
発
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
資
源
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
両
国
に
と
っ
て
利
益

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
釣
魚
群
島
の
領
有
権
と
絡
ん
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
問
題
は
、
釣
魚
群
島
の
東
シ
ナ
海
の
境
界
画
定
に
お

い
て
の
地
位
と
役
割
で
あ
る
が
、
釣
魚
群
島
の
領
有
権
を
棚
上
げ
し
て
、
そ
の
群
島
に
は
境
界
画
定
に
お
い
て
何
ら
地
位
と
役
割
を
与
え
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な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
釣
魚
群
島
を
実
効
支
配
し
て
い
る
日
本
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
が
重

要
な
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
政
治
的
な
判
断
が
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
。

二
　
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
の
解
決
に
関
す
る
関
係
条
項
の
内
容

以
上
に
説
明
し
た
よ
う
に
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
中
日
の
両
国
間
に
二
つ
の
紛
争
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
釣
魚
群
島
の
領
有
権
に
関
す
る

紛
争
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
境
界
画
定
の
紛
争
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
絡
み
合
っ
て
、
最
終
的
な
解
決
が
一
層
難
し
く
な

っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
の
問
題
だ
け
を
検
討
す
る
。

実
際
に
、
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
に
紛
争
は
二
つ
の
制
度
が
関
係
し
、
両
国
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
別
々
の
立
場
を
と
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
　
の
大
陸
棚
と
排
他
的
経
済
水
域
制
度
で
あ
り
、
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
は
、
大
陸

棚
の
境
界
画
定
と
排
他
的
経
済
水
域
の
境
界
画
定
が
問
題
と
な
る
。
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
　
に
お
い
て
大
陸
棚
ま
た
は
排
他
的
経
済
水
域

の
境
界
に
関
す
る
条
文
（
第
七
十
四
、
八
十
三
条
）
を
見
れ
ば
、
関
係
国
が
単
に
合
意
に
よ
り
境
界
画
定
す
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
大
陸
棚
ま
た
は
排
他
的
経
済
水
域
の
境
界
画
定
に
関
し
て
、
等
距
離
原
則
に
も
、
衡
平
原
則
に
も
何
ら
言
及
し

て
お
ら
ず
、
た
だ
衡
平
な
解
決
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
日
に
お
け
る
東
シ
ナ
海
の
境
界
画
定
に
関

し
て
、
未
だ
に
両
国
の
間
に
境
界
に
関
す
る
合
意
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
境
界
画
定
に
関
す
る
等
距
離
原
則
・
特
別
事
情
と
衡
平
原

則
・
関
連
事
情
の
い
ず
れ
を
一
般
原
則
と
し
て
認
め
て
い
る
か
と
い
う
点
に
相
違
が
あ
る
。
中
日
両
国
は
東
シ
ナ
海
の
問
題
に
つ
い
て
九

回
の
交
渉
（
二
〇
〇
七
年
九
月
ま
で
）
を
重
ね
て
い
る
が
、
双
方
の
主
張
は
依
然
と
し
て
対
立
し
て
い
る
。
中
日
の
東
シ
ナ
海
の
境
界
画

定
に
関
す
る
問
題
を
最
終
的
に
解
決
す
る
の
は
、
容
易
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
境
界
画
定
の
最
終
的
な
解
決
の
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方
法
の
代
わ
り
に
、
他
の
方
法
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

幸
い
、
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
は
、
境
界
画
定
に
関
す
る
暫
定
的
な
方
法
も
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
中
日
の
東
シ
ナ
海
の
問
題
に
関
す

る
紛
争
は
、
海
底
の
資
源
に
由
来
し
、
又
は
集
中
し
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
大
陸
棚
の
境
界
画
定
に
関
す
る
内
容
に
絞
っ
て
見
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

1
　
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
第
八
十
三
条

第
八
十
三
条
第
一
項
は
、
大
陸
棚
の
境
界
画
定
は
、
衡
平
な
解
決
を
達
成
す
る
た
め
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
十
八
条
に
規
定

す
る
国
際
法
に
基
づ
い
て
合
意
に
よ
り
行
う
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
第
八
十
三
条
第
四
項
は
、
関
係
国
間
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
合

意
が
あ
る
場
合
に
は
、
大
陸
棚
の
境
界
画
定
に
関
す
る
問
題
は
、
当
該
合
意
に
従
っ
て
解
決
す
る
と
も
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
項

に
照
ら
せ
ば
、
中
日
に
お
け
る
東
シ
ナ
海
の
境
界
画
定
に
関
す
る
問
題
は
、
合
意
に
よ
り
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
在
こ
の
間
題
に
関
す

る
交
渉
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
対
立
が
存
在
し
、
境
界
画
定
に
関
す
る
合
意
は
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
　
に
お
い

て
こ
の
状
況
に
対
応
す
る
条
項
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
第
八
十
三
条
第
二
項
は
、
関
係
国
は
、
合
理
的
な
期
間
内
に
合
意
に
達
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
第
一
五
部
に
定
め
る
手
続
に
付
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
は
、
合
理
的
な
期
間
に
つ

い
て
、
何
ら
の
内
容
も
定
め
て
い
な
い
が
、
関
係
国
が
交
渉
を
続
け
て
い
る
問
は
、
合
理
的
な
期
間
と
一
言
え
よ
う
。
ま
た
、
第
一
五
部
に

定
め
る
手
続
き
の
内
容
と
関
連
の
あ
る
条
項
は
、
第
二
八
七
条
第
一
項
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
国
も
、
こ
の
条
約
に
署
名
し
、
こ
れ
を
批

准
し
も
し
く
は
こ
れ
に
加
入
す
る
時
に
又
は
そ
の
後
い
つ
で
も
、
書
面
に
よ
る
宣
言
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
通
用

に
関
す
る
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
次
の
手
段
の
う
ち
一
又
は
二
以
上
の
手
段
を
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
伺
国
際
海
洋

法
裁
判
所
、
㈲
国
際
司
法
裁
判
所
、
弼
仲
裁
裁
判
所
、
伸
特
別
仲
裁
裁
判
所
を
列
挙
し
て
い
る
。
中
日
両
国
は
、
今
ま
で
こ
れ
ら
の
紛
争
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解
決
手
段
を
選
択
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
中
国
は
国
際
司
法
裁
判
所
の
管
轄
を
受
諾
し
て
お
ら
ず
、
両
国
が
当
事
者
に
な
る
ケ
ー
ス
も
存

在
し
て
い
な
い
。
更
に
、
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
　
の
第
二
九
八
粂
第
一
項
に
鑑
み
て
、
東
シ
ナ
海
の
境
界
画
定
に
お
い
て
は
釣
魚
群
島
の

領
土
に
対
す
る
主
権
を
め
ぐ
る
紛
争
が
あ
る
の
で
、
境
界
画
定
に
関
す
る
問
題
を
国
際
司
法
裁
判
所
又
は
国
際
海
洋
法
裁
判
所
に
提
訴
す

る
こ
と
は
難
い
。
最
後
に
、
仲
裁
の
手
段
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
仲
裁
の
利
用
に
は
双
方
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
仲
裁
人
の
選

定
、
手
続
き
と
法
律
の
通
用
に
つ
い
て
も
双
方
の
同
意
が
必
要
で
、
仲
裁
の
手
段
も
即
時
に
有
効
な
解
決
方
法
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
注
意
す
べ
き
条
項
は
、
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
第
八
十
三
条
第
三
項
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
関
係
国
は
、
境
界
画
定

に
関
す
る
合
意
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
理
解
及
び
協
力
の
精
神
に
よ
り
、
実
際
的
な
性
質
を
有
す
る
暫
定
的
な
取
極
を
締
結
す
る
た
め
及

び
そ
の
よ
う
な
過
渡
的
期
間
に
お
い
て
最
終
的
な
合
意
へ
の
到
達
を
危
う
く
し
又
は
妨
げ
な
い
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
う
。
暫
定
的

な
取
極
は
、
最
終
的
境
界
画
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
本
条
に
よ
っ
て
、
関
係
国
に
は
次
の
よ
う
な
義

務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
暫
定
的
な
取
極
を
締
結
す
る
努
力
義
務
と
、
第
二
に
最
終
合
意
を
阻
害
す
る
行
為
の
禁
止
義
務
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
義
務
は
、
条
文
の
趣
旨
か
ら
み
て
、
関
係
国
の
主
張
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
が
生
じ
た
段
階
で
義
務
が
生
じ
る
と
い
う
解
釈
が
も

っ
と
も
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
暫
定
的
な
取
極
の
内
容
に
つ
い
て
、
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
は
何
ら
も
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
あ

る
学
者
の
解
釈
に
よ
る
と
、
「
共
同
開
発
」
は
暫
定
的
な
取
極
の
重
要
な
形
式
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
中
日
に
お
い
て
東
シ
ナ
海
の

境
界
画
定
に
関
す
る
問
題
の
現
状
を
見
て
、
こ
の
条
項
に
規
定
し
て
い
る
暫
定
的
な
取
極
、
特
に
共
同
開
発
制
度
は
、
双
方
の
紛
争
・
対

立
の
緩
和
に
対
し
て
有
効
か
つ
臨
時
的
な
解
決
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2
　
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
第
一
二
三
条

東
シ
ナ
海
の
境
界
画
定
に
関
す
る
問
題
は
、
次
の
条
項
と
も
関
連
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
r
国
連
海
洋
法
条
約
」
第
二
一
三
条
は
、
「
同
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一
の
閉
鎖
海
又
は
半
閉
鎖
海
に
面
し
た
国
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
自
国
の
権
利
を
行
使
し
お
よ
び
義
務
を
履
行
す
る
に
当
た
っ
て
相
互

に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
国
は
、
直
接
に
又
は
適
当
な
地
域
的
機
関
を
通
じ
て
、
次
の
こ
と
に
努
め
る
。
伺
海
洋

生
物
資
源
の
管
理
、
保
存
、
探
査
お
よ
び
開
発
を
調
整
す
る
こ
と
。
世
相
洋
環
境
の
保
護
及
び
保
全
に
関
す
る
自
国
の
権
利
の
行
使
及
び

義
務
の
履
行
を
調
整
す
る
こ
と
。
何
自
国
の
科
学
的
調
査
の
政
策
を
調
整
し
及
び
、
適
当
な
場
合
に
は
、
当
該
水
域
に
お
け
る
科
学
的
調

査
の
共
同
計
画
を
実
施
す
る
こ
と
。
伸
過
当
な
場
合
に
は
、
こ
の
条
の
規
定
の
適
用
の
促
進
に
つ
い
て
協
力
す
る
こ
と
を
関
係
を
有
す
る

他
の
国
又
は
国
際
機
関
に
要
請
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
条
の
規
定
は
、
関
係
国
の
権
利
を
行
使
し
又
は
義
務
を

履
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
国
に
相
互
に
協
力
の
義
務
を
課
し
て
い
る
。
こ
の
条
項
の
内
容
、
ま
た
、
第
八
十
三
条
第
三
項
の
内
容
を
東
シ

ナ
海
の
境
界
画
定
に
関
す
る
問
題
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
中
日
両
国
に
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
義
務
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
交
渉
を
誠
実
に
履
行
す
る
義
務
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
日
両
国
は
、
対
話
又
は
交
渉
な
ど
の
方
法
を
通
じ
て
、
意
見
、
情

報
を
交
換
し
、
境
界
画
定
に
関
す
る
対
立
を
縮
小
す
る
た
め
に
、
交
渉
を
誠
実
に
有
効
に
履
行
す
る
義
務
が
あ
る
。

第
二
に
、
紛
争
の
拡
大
を
回
避
す
る
義
務
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
H
両
国
は
、
東
シ
ナ
海
の
境
界
画
定
に
関
す
る
紛
争
の
拡
大
を
な

る
べ
く
回
避
し
、
一
方
的
な
措
置
、
又
は
阻
害
行
為
を
慎
む
義
務
が
あ
る
。

第
三
に
、
交
渉
の
成
果
を
促
進
す
る
義
務
で
あ
る
。
中
日
両
国
は
、
東
シ
ナ
海
の
境
界
画
定
に
関
す
る
交
渉
が
最
終
的
な
合
意
を
見
て

い
な
い
が
、
段
階
的
な
成
果
は
あ
る
。
両
国
は
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
守
り
、
か
つ
促
進
す
る
義
務
が
あ
る
。

第
四
に
、
協
力
の
た
め
の
交
渉
の
継
続
義
務
で
あ
る
。
中
H
両
国
は
、
境
界
画
定
に
関
す
る
問
題
を
衡
平
に
解
決
す
る
た
め
、
継
続
的

に
交
渉
を
重
ね
る
義
務
が
あ
る
。
情
報
又
は
意
見
の
交
換
な
ど
は
、
最
終
的
な
合
意
の
達
成
、
又
は
暫
定
的
な
取
極
の
締
結
に
は
重
要
で

あ
る
。
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三
　
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
に
関
す
る
問
題
の
解
決
に
向
け
て
ー
暫
定
的
な
取
極
－

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
東
シ
ナ
海
の
境
界
画
定
問
題
の
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
両
国
間
で
最
終
的
な
境
界
画
定
の
合
意
を
今
す
ぐ
に
達

成
す
る
の
は
困
難
で
、
わ
れ
わ
れ
は
境
界
画
定
に
関
す
る
臨
時
的
な
措
置
・
制
度
を
求
め
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
暫
定

的
な
取
極
の
締
結
は
、
も
っ
と
も
有
効
か
つ
双
方
に
受
け
入
れ
や
す
い
手
段
・
方
法
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
以
下
に
暫
定
的
な
取
極
に
つ

い
て
総
合
的
に
論
述
す
る
。

1
　
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
に
関
す
る
交
渉
の
成
果
の
確
認
と
利
用

今
日
ま
で
、
中
日
両
国
は
、
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
に
関
す
る
交
渉
を
す
で
に
九
回
を
行
っ
て
い
る
。
両
国
は
、
交
渉
に
お
い

て
、
境
界
画
定
に
関
す
る
原
則
の
適
用
、
釣
魚
群
島
（
尖
閤
諸
島
）
に
対
す
る
権
限
な
ど
で
の
対
立
が
激
し
い
。
し
か
し
、
第
六
回
日
の

交
渉
に
お
い
て
、
〓
疋
の
成
果
を
収
め
た
。
つ
ま
り
、
両
国
は
、
東
シ
ナ
海
の
海
上
安
全
及
び
衝
突
の
予
防
の
た
め
の
東
シ
ナ
海
に
お
け

る
不
測
事
態
に
対
応
す
る
連
絡
体
制
の
設
置
で
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。
今
後
の
主
な
問
題
は
、
紛
争
海
域
で
の
不
測
事
態
に
対
応
す
る

連
絡
体
制
の
内
容
を
明
確
に
し
、
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
両
国
の
海
洋
問
題
に
関
す
る
部
門
間
の
対
話
を
通
じ
て
、
総

合
的
な
連
絡
体
制
の
内
容
を
確
定
し
、
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
不
測
事
態
に
対
応
す
る
連
絡
体
制
、
特
に
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
関
連
の
あ
る
制
度
は
、
中
日
両
国
間
で
は
、
二
〇
〇
一
年
の
口

上
書
に
よ
る
中
日
相
互
事
前
通
報
制
度
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
通
報
制
度
に
は
、
次
の
よ
う
な
欠
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
科
学
的
調
査

に
つ
い
て
は
、
通
報
対
象
と
な
る
科
学
的
調
査
の
範
囲
や
、
通
報
制
度
に
反
す
る
形
で
、
か
つ
、
停
止
・
終
了
要
求
に
従
わ
な
い
現
に
違

反
を
行
っ
て
い
る
船
舶
に
対
し
て
い
か
な
る
措
置
を
取
り
得
る
か
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
い
。
第
二
に
、
紛
争
海
域
で
の
第
三
国
の
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活
動
を
い
か
に
規
定
す
る
か
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
な
い
。

今
後
、
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
紛
争
海
域
で
の
海
上
安
全
の
た
め
に
、
両
国
は
総
合
的
、
か
つ
実
質
的
な
内
容
の
あ
る
連
絡
体
制
（
事
前

通
報
制
度
の
完
備
と
実
施
）
を
構
築
、
遵
守
す
る
こ
と
は
、
両
国
に
と
っ
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

2
　
沖
縄
ト
ラ
フ
の
地
質
構
造
に
関
す
る
調
査
の
共
同
実
施

中
日
両
国
は
、
沖
縄
ト
ラ
フ
の
地
質
構
造
に
対
し
て
、
意
見
が
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
両
国
は
、
共
同
で
ま
た
は
第
三
者
に
ゆ

だ
ね
る
形
で
、
沖
縄
ト
ラ
フ
地
質
構
造
に
関
す
る
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
も
ひ
と
つ
の
考
え
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
共
同
調
査
の
報
告
書

に
基
づ
い
て
、
沖
縄
ト
ラ
フ
の
地
質
構
造
を
解
明
し
、
そ
し
て
、
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
に
お
い
て
沖
縄
ト
ラ
フ
の
地
位
・
役
割

を
決
定
す
る
。

3
　
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
に
関
す
る
協
議
の
加
速

中
日
両
国
共
同
プ
レ
ス
（
二
〇
〇
六
年
十
月
八
且
で
、
次
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
両
国
は
、
東
シ
ナ
海
を
平
和
・
協

力
・
友
好
の
海
と
す
る
た
め
、
双
方
が
対
話
と
協
議
を
堅
持
し
、
意
見
の
相
違
を
適
切
に
解
決
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
ま
た
、

双
方
は
、
東
シ
ナ
海
問
題
に
関
す
る
協
議
の
プ
ロ
セ
ス
を
加
速
し
、
共
同
開
発
と
い
う
方
向
を
堅
持
し
、
双
方
が
受
け
入
れ
可
能
な
解
決

の
方
法
を
模
索
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
両
国
の
新
共
同
プ
レ
ス
（
二
〇
〇
七
年
四
月
十
一
日
）
で
は
、
双
方
は
、
東
シ
ナ
海

問
題
を
適
切
に
処
理
す
る
た
め
、
以
下
の
共
通
認
識
に
達
し
た
。
第
一
に
、
東
シ
ナ
海
を
平
和
・
協
力
・
友
好
の
海
と
す
る
こ
と
を
堅
持

す
る
。
第
二
に
、
最
終
的
な
境
界
画
定
ま
で
の
間
の
暫
定
的
な
枠
組
み
と
し
て
、
双
方
の
海
洋
法
（
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
）
に
関
す
る
諸

問
題
に
つ
い
て
の
立
場
を
損
な
わ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
互
恵
の
原
則
に
基
づ
き
共
同
開
発
を
行
う
。
第
三
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
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従
来
よ
り
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
協
議
を
行
う
。
第
四
に
、
双
方
が
受
け
入
れ
可
能
な
比
較
的
広
い
海
域
で
の
共
同
開
発
を
行
う
。
第
五
に
、
協

議
の
プ
ロ
セ
ス
を
加
速
さ
せ
、
本
年
（
二
〇
〇
七
年
）
秋
に
共
同
開
発
の
具
体
的
方
策
に
つ
き
首
脳
に
報
告
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
以
上

の
認
識
を
踏
ま
え
て
、
東
シ
ナ
海
問
題
に
関
す
る
協
議
の
実
情
に
鑑
み
、
双
方
は
協
議
の
プ
ロ
セ
ス
を
加
速
さ
せ
、
か
つ
、
以
前
よ
り
ハ

イ
レ
ベ
ル
（
例
・
㌃
ば
、
副
部
長
以
上
の
レ
ベ
ル
）
の
協
議
を
行
う
必
要
が
出
て
き
た
。
そ
の
日
的
は
、
協
議
の
効
率
を
高
め
、
即
時
に
暫

定
的
な
枠
組
み
の
確
定
、
特
に
共
同
開
発
制
度
の
方
策
の
作
成
で
あ
る
。

4
　
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
に
関
す
る
共
同
開
発
の
実
施

わ
れ
わ
れ
は
、
両
国
政
府
の
共
同
開
発
の
認
識
に
達
し
た
の
で
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
共
同
開
発
制
度
の
内
容
を
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅲ
　
共
同
開
発
の
概
念
に
つ
い
て
　
共
同
開
発
は
、
二
以
上
の
国
が
話
し
合
い
を
通
じ
て
政
府
間
合
意
に
達
し
、
主
に
、
最
終
的
に
境
界

が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
紛
争
区
域
に
潜
在
す
る
天
然
資
源
を
開
発
、
分
配
し
、
共
同
で
、
そ
の
天
然
資
源
を
含
め
、
紛
争
区
域
に
対
し
て

管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
指
す
。
更
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
共
同
開
発
は
、
境
界
は
確
定
さ
れ
て
い
る
が
、
境
界
を
挟
ん
で
い
る
資
源
を

共
同
で
開
発
、
分
配
す
る
こ
と
を
指
す
。
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
前
者
を
指
す
ケ
ー
ス
が
多
い
。

∽
　
共
同
開
発
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
　
共
同
開
発
の
法
的
根
拠
で
最
も
重
要
な
の
は
『
国
連
海
洋
法
条
約
』
第
八
十
三
条
第
三
項
で
あ

る
。
こ
の
条
項
は
、
大
陸
棚
を
め
ぐ
る
境
界
画
定
の
合
意
が
成
立
す
る
ま
で
、
「
関
係
国
は
理
解
お
よ
び
協
力
の
精
神
に
よ
り
、
実
際
的

な
性
質
を
有
す
る
暫
定
的
な
取
極
を
締
結
す
る
た
め
及
び
そ
の
よ
う
な
過
渡
的
期
間
に
お
い
て
最
終
的
な
合
意
へ
の
到
達
を
危
う
く
し
ま

た
は
妨
げ
な
い
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
う
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
共
同
開
発
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
有

力
な
解
釈
と
し
て
は
、
「
暫
定
的
な
取
極
」
に
は
「
共
同
開
発
」
も
含
ま
れ
る
し
、
か
つ
、
「
共
同
開
発
」
は
「
暫
定
的
な
取
極
」
　
の
重
要



広島法学　31巻3号（2007年）－12

な
形
式
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
協
議
に
よ
る
共
同
開
発
は
す
で
に
各
国
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
、
発
展
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、

実
行
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
通
り
、
共
同
開
発
は
強
大
な
生
命
力
を
備
え
て
い
る
。
大
陸
棚
の
境
界
画
定
を
棚
上
げ
に
し
て
、
共
同
開
発

区
城
を
条
約
で
定
め
た
例
と
し
て
は
、
一
九
八
九
年
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
間
の
r
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
東
チ
モ
ー
ル
州
と

北
部
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
間
の
区
域
に
お
け
る
協
力
区
域
に
関
す
る
条
約
』
や
、
〓
九
九
〇
年
マ
レ
ー
シ
ア
・
タ
イ
合
同
機
関
の
構
成
及

び
設
立
に
関
す
る
他
の
問
題
に
関
す
る
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
と
タ
イ
王
国
政
府
間
の
協
定
』
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
共
同
開
発
は
国
際
司

法
裁
判
所
か
ら
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
北
海
大
陸
棚
事
件
に
お
い
て
、
大
陸
棚
の
境
界
画
定
は
協
議
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
、

ま
た
は
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
に
は
重
複
区
域
を
公
平
に
分
割
す
る
こ
と
、
ま
た
は
共
同
開
発
の
協
議
を
通
し
て
解
決
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
共
同
開
発
は
、
理
論
に
お
い
て
も
、
実
行
に
お
い
て
も
、
法
的
な
根
拠
を
備
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

畑
　
共
同
開
発
の
特
徴
に
つ
い
て
　
共
同
開
発
は
、
主
に
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
実
践
性
で
あ
る
。
共
同
開
発
の
目
的
は
、

主
に
紛
争
の
あ
る
区
域
の
潜
在
的
天
然
資
源
に
対
し
て
、
協
力
合
意
を
通
し
て
探
査
、
開
発
を
行
い
、
こ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
有
益
性
で
あ
る
。
関
係
国
が
紛
争
を
据
え
置
い
て
早
急
に
探
査
、
開
発
を
行
う
こ
と
は
、
各
側
が
意
見
の
食
い
違
い
を
な
く
し
、

実
際
の
利
益
を
得
る
上
で
有
利
に
働
く
。
第
三
に
、
臨
時
性
で
あ
る
。
共
同
開
発
は
、
紛
争
区
域
の
天
然
資
源
の
開
発
で
あ
り
、
そ
の
協

定
は
最
終
的
な
紛
争
の
解
決
に
は
当
た
ら
ず
、
ま
た
紛
争
区
域
の
地
位
や
最
終
的
な
境
界
画
定
に
は
影
響
を
与
え
ず
、
過
渡
的
性
質
を
持

つ
。
第
四
に
、
共
同
性
で
あ
る
。
共
同
開
発
に
関
す
る
合
意
・
協
定
の
主
旨
は
、
双
方
ま
た
は
多
方
が
紛
争
区
域
で
共
同
で
開
発
を
行
う

こ
と
で
あ
り
、
一
方
的
な
開
発
を
禁
止
す
る
こ
と
に
あ
る
。

聞
　
共
同
開
発
の
類
型
に
つ
い
て
　
大
陸
棚
の
境
界
が
画
定
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
、
共
同
開
発
は
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

す
で
に
画
定
さ
れ
た
境
界
を
ま
た
い
だ
天
然
資
源
の
共
同
開
発
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
重
複
区
域
で
境
界
が
未
画
定
の
天
然
資
源
に
対

し
て
探
査
、
開
発
を
行
う
共
同
開
発
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
方
式
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
地
質
学
上
の
開
発
・
協
力
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方
式
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
定
の
境
界
線
を
ま
た
い
だ
両
側
の
一
定
の
範
囲
の
共
同
鉱
床
に
対
し
て
、
各
自
の
領
域
内
の
埋
蔵
予
測
量

を
踏
ま
え
て
年
度
採
掘
量
を
定
め
る
方
式
で
あ
る
。
第
二
は
、
共
同
作
業
方
式
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
双
方
の
契
約
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
に
管
轄
権
を
持
つ
開
発
者
が
共
同
で
作
業
を
行
う
方
式
で
あ
る
。
第
三
は
、
提
携
方
式
で
、
各
開
発
者
が
単
独
の
作
業
管
理
者
を
指
定

し
て
契
約
を
締
結
し
、
す
べ
て
の
開
発
者
の
た
め
に
共
同
鉱
区
の
開
発
を
単
独
で
行
わ
せ
、
そ
の
上
で
開
発
権
を
持
つ
各
者
で
利
益
を
分

け
る
と
い
う
方
式
で
あ
る
。
第
四
は
、
共
同
開
発
方
式
で
あ
る
。
共
同
鉱
区
が
一
体
と
な
っ
て
い
て
分
割
で
き
な
い
場
合
、
各
者
が
大
陸

棚
の
鉱
物
資
源
を
共
有
し
、
共
同
開
発
権
を
行
使
す
る
方
式
で
あ
る
。
第
五
は
、
今
後
の
協
力
開
発
方
式
で
あ
る
。
事
前
に
、
将
来
発
見

さ
れ
る
共
同
鉱
物
資
源
に
つ
い
て
、
大
陸
棚
境
界
画
定
の
協
定
の
中
に
協
力
開
発
の
条
項
を
入
れ
る
方
式
で
あ
る
。

ま
た
、
他
の
分
け
方
に
よ
っ
て
、
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
は
次
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
開
発
者
に
ラ
イ
セ
ン
ス
を
許
可

す
る
方
式
に
よ
っ
て
、
以
下
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
石
油
・
鉱
物
資
源
開
発
が
両
国
の
別
々
の
ラ
イ
セ
ン
ス
に
よ
っ
て
許

可
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
協
定
で
あ
る
。
第
二
は
、
石
油
・
鉱
物
資
源
開
発
が
両
国
の
共
同
の
ラ
イ
セ
ン
ス
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
る
こ

と
を
規
定
す
る
協
定
で
あ
る
。
第
三
は
、
石
油
・
鉱
物
資
源
開
発
が
当
事
国
の
一
方
の
ラ
イ
セ
ン
ス
の
み
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
、
収
入
ま

た
は
生
産
物
を
他
方
の
当
事
国
と
分
配
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
協
定
で
あ
る
。

㈲
　
共
同
開
発
の
属
性
に
つ
い
て
　
共
同
開
発
は
、
二
つ
の
属
性
を
持
つ
。
第
一
は
、
政
治
的
な
属
性
で
あ
る
。
関
係
国
間
に
石
油
・
鉱

物
資
源
に
関
す
る
共
同
開
発
を
行
う
に
は
、
政
治
的
な
判
断
が
不
可
欠
で
、
そ
の
上
で
、
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
。
第
二

は
、
法
的
属
性
で
あ
る
。
共
同
開
発
を
行
う
た
め
に
は
、
関
係
国
間
で
交
渉
を
通
じ
て
協
定
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

関
係
国
は
共
同
開
発
の
実
施
に
当
た
っ
て
協
定
に
定
め
た
義
務
な
ど
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
協
定
の
内
省
は
法
的

属
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
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四
　
日
本
に
お
け
る
海
洋
問
題
に
関
す
る
新
法
律
の
東
シ
ナ
海
問
題
へ
の
影
響

東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
に
関
す
る
問
題
が
発
生
し
て
以
来
、
日
本
は
、
海
洋
問
題
に
関
す
る
法
律
の
整
備
に
力
を
入
れ
て
き
た
。

特
に
、
今
年
（
二
〇
〇
七
年
）
　
の
四
月
二
十
日
、
日
本
の
国
会
に
お
い
て
海
洋
に
関
す
る
二
つ
の
重
要
な
法
律
が
成
立
し
た
。

1
　
海
洋
基
本
法

海
洋
基
本
法
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
や
そ
の
他
の
国
際
約
束
に
基
づ
き
、
海
洋
の
平
和
的
か
つ
積
極
的
な
開
発
及
び
利
用
と
海
洋
環
境

の
保
全
と
の
調
和
を
図
る
新
た
な
海
洋
立
国
を
実
現
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
と
と
も
に
、
海
洋
を
総
合
的
に
か
つ
一
元
的
に
管
理
す
る
た
め

に
内
閣
に
総
理
大
臣
を
本
部
長
と
す
る
総
合
海
洋
政
策
本
部
を
設
置
し
、
内
閣
官
房
長
官
と
新
た
に
創
設
さ
れ
た
海
洋
政
策
大
臣
を
副
本

部
長
に
充
て
る
と
し
て
い
る
　
（
第
一
、
三
十
二
⊥
二
十
三
条
）
。
ま
た
、
海
洋
に
関
し
て
、
六
つ
の
基
本
理
念
を
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、

海
洋
の
開
発
及
び
利
用
と
海
洋
環
境
の
保
全
と
の
調
和
、
海
洋
の
安
全
の
確
保
、
科
学
的
知
見
の
充
実
、
海
洋
産
業
の
健
全
な
発
展
、
海

洋
の
総
合
的
管
理
、
国
際
的
協
調
で
あ
る
　
（
第
二
～
七
条
）
。
さ
ら
に
、
海
洋
基
本
法
は
、
海
洋
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的

な
推
進
を
図
る
た
め
、
政
府
が
海
洋
基
本
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
（
第
十
六
条
第
一
項
）
。
さ
ら
に
、
海
洋
に
関
す
る

国
の
基
本
施
策
と
し
て
、
次
の
十
二
項
目
が
挙
げ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
海
洋
資
源
の
開
発
及
び
利
用
の
促
進
、
海
洋
環
境
の
保
全
、
排

他
的
経
済
水
城
等
の
開
発
等
の
推
進
、
海
上
輸
送
の
確
保
、
海
洋
の
安
全
の
確
保
、
海
洋
調
査
の
推
進
、
研
究
開
発
の
推
進
、
海
洋
産
業

の
推
進
、
沿
岸
域
の
総
合
的
管
理
、
離
島
の
保
全
等
、
国
際
協
力
の
推
進
、
海
洋
に
関
す
る
国
民
の
理
解
増
進
で
あ
る
（
第
十
七
条
～
第

二
十
一
条
）
。

こ
の
海
洋
基
本
法
の
成
立
、
施
行
に
よ
る
東
シ
ナ
海
問
題
へ
の
影
響
は
次
の
も
の
が
予
想
さ
れ
る
。
第
一
は
、
総
合
海
洋
政
策
本
部
が
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東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
の
問
題
に
管
轄
権
を
持
ち
、
効
率
的
な
交
渉
・
協
議
を
望
め
る
。
第
二
は
、
海
洋
基
本
法
の
第
十
七
条
、

第
十
九
条
は
東
シ
ナ
海
の
資
源
開
発
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
シ
ナ
海
の
資
源
開
発
問
題
は
海
洋
基
本
法
の
規
制
の
対
象
に
な
り
、

日
本
は
こ
の
間
題
に
対
し
て
国
内
措
置
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

2
　
安
全
水
城
設
定
法

国
会
で
成
立
し
た
も
う
一
つ
の
法
律
は
、
『
海
洋
構
築
物
等
に
係
る
安
全
水
域
の
設
定
等
に
関
す
る
法
律
し
（
以
下
、
『
安
全
水
域
設
定

法
」
と
す
る
）
　
で
あ
る
。
『
安
全
水
城
設
定
法
』
第
二
条
は
、
天
然
資
源
の
探
査
、
開
発
、
保
存
及
び
管
理
、
人
工
島
、
施
設
及
び
構
築

物
の
設
置
、
建
設
、
運
用
及
び
利
用
、
海
洋
環
境
の
保
護
及
び
保
全
な
ら
び
に
海
洋
の
科
学
的
調
査
、
経
済
的
な
目
的
で
行
わ
れ
る
探
査

及
び
開
発
の
た
め
の
活
動
、
大
陸
棚
の
掘
削
と
い
う
「
特
定
行
為
」
に
係
る
工
作
物
等
に
つ
い
て
、
国
連
海
洋
法
条
約
第
六
十
条
四
項
に

い
う
安
全
水
域
を
設
定
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
こ
の
法
律
で
は
、
特
定
行
為
に
係
る
工
作
物
の
み
な
ら
ず
、
大
陸
棚
の
掘
削
に
従
事
す

る
船
舶
が
掘
削
す
る
た
め
に
進
行
を
停
止
し
て
い
る
段
階
で
、
「
海
洋
構
築
物
」
に
な
る
と
規
定
し
て
い
る
（
第
二
条
第
一
項
）
。
本
法
は
、

東
シ
ナ
海
に
お
け
る
日
本
の
海
洋
権
益
を
保
護
す
る
必
要
上
、
中
日
間
で
未
画
定
の
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
日
本
の
主
張
す
る
大
陸
棚
境
界

の
日
本
側
に
中
国
の
船
舶
が
進
出
し
て
く
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
り
、
日
本
の
民
間
会
社

（
例
え
ば
、
帝
国
石
油
株
式
会
社
）
　
に
よ
る
試
掘
権
設
定
の
際
に
も
、
当
該
試
掘
船
舶
や
海
洋
構
築
物
の
周
囲
に
安
全
水
域
を
設
定
し
、

他
国
に
よ
る
妨
害
行
為
等
を
防
ぐ
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
法
律
の
他
国
の
船
舶
へ
の
適
用
・
規
制
は
、
東
シ
ナ
海
の
境
界
画
定
に

関
す
る
問
題
が
一
層
複
雑
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
法
律
の
東
シ
ナ
海
で
の
不
適
用
が
望
ま
し
い
。

ま
た
、
『
安
全
水
城
設
定
法
』
を
審
議
し
た
日
本
の
衆
議
院
は
、
二
〇
〇
七
年
四
月
三
日
に
『
新
た
な
海
洋
立
国
の
推
進
に
関
す
る
件
』

と
題
す
る
決
議
に
よ
り
、
「
海
上
輸
送
、
海
洋
資
源
の
開
発
及
び
利
用
等
の
安
全
の
確
保
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
海
上
の
安
全
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及
び
治
安
の
確
保
と
と
も
に
、
危
機
管
理
に
つ
い
て
万
全
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
海
上
保

安
庁
に
つ
い
て
、
危
機
管
理
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
携
を
含
め
組
織
体
制
の
総
合
的
な
検
討
・
充
実
を
図
る
こ
と
」
　
（
第
四
号
）

を
決
議
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
海
上
保
安
庁
、
国
内
の
行
政
機
関
と
の
連
携
だ
け
で
な
く
、
他
国
の
海
洋
に
関
す
る
行
政
機
関
と
の
連
携

も
重
要
に
な
り
、
今
後
海
洋
に
関
す
る
体
制
の
整
備
・
危
機
管
理
に
つ
い
て
海
洋
保
安
庁
が
重
要
な
責
務
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

今
日
ま
で
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
に
関
す
る
交
渉
は
何
度
も
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
両
国
間
で
は
特
に
、
境
界
画
定
に
当
た
っ

て
衡
平
原
則
、
等
距
離
原
則
の
い
ず
れ
を
適
用
す
る
の
か
、
釣
魚
群
島
が
い
ず
れ
に
帰
属
す
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
意
見
が
対
立
し
、
双

方
が
譲
歩
す
る
見
込
み
も
な
い
。
つ
ま
り
、
現
在
直
ち
に
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
境
界
画
定
に
関
す
る
最
終
的
な
合
意
に
達
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。
両
国
首
脳
は
、
広
い
範
囲
で
の
共
同
開
発
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
っ
て
暫
定
的
な
取
極
の
締
結
に
力
を
入
れ

て
、
協
力
し
て
、
紛
争
海
域
で
の
共
同
開
発
区
域
の
確
定
な
ど
の
道
を
模
索
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

主
な
参
考
文
献
‥

1
　
山
本
草
二
著
　
r
国
際
法
」
　
三
省
堂
一
九
九
七
年

2
　
西
村
弓
　
「
日
中
大
陸
棚
の
境
界
画
定
」
　
r
ジ
ユ
リ
ス
ト
L
 
N
O
．
－
U
N
－
有
斐
閣
　
二
〇
〇
六
年

3
　
水
上
千
之
　
「
日
本
と
海
洋
法
」
　
有
信
堂
一
九
九
五
年

4
　
三
好
正
弘
　
「
海
洋
の
境
界
画
定
」
　
国
際
法
学
会
編
　
r
日
本
と
国
際
法
の
百
年
　
第
三
巻
　
梅
」
　
三
省
堂
　
二
〇
〇
一
年



J7－東シナ海における資源問題およびその解決方法について（金）

5
　
三
好
正
弘
　
「
日
中
間
の
排
他
的
経
済
水
域
と
大
陸
棚
の
問
題
」
　
栗
林
・
秋
山
編
著
　
r
海
の
国
際
秩
序
と
海
洋
政
策
」
　
東
信
堂
　
二
〇
〇
六
年

6
　
海
洋
政
策
研
究
財
団
　
「
平
成
十
七
年
度
　
中
国
の
海
洋
政
策
と
法
制
に
関
す
る
研
究
」
　
二
〇
〇
六
年
三
月




